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宅地造成及び特定盛土等規制法について

令和６年３月１１日

宮崎県県土整備部技術企画課

第65回宮崎県国土利用計画審議会



盛土規制法制定の背景・必要性

（R5.5.26施行）

1出典：国土交通省資料



盛土規制法に基づく盛土等の災害の防止に向けた措置：①スキマのない規制
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盛土規制法における規制区域のイメージ
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＜土地の形質の変更（盛土・切土）＞ ＜新規追加＞

※崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のもの

⑤盛土又は切土をする
土地の面積が500
㎡超となるもの
（①～④を除く）

④盛土で高さが2m超
となるもの
（①、③を除く）

③盛土と切土を同時に
行い、高さが2m超
の崖を生ずるもの
（①、②を除く）

②切土で高さが2m超
の崖を生ずるもの

①盛土で高さが1m超
の崖※を生ずるもの

切土

盛土

面積500㎡超

（盛土又は切土のみの場合も含む）

高さ2ｍ超

盛土
（崖を生じないもの）

2ｍを
超える崖

盛土

切土
2ｍを
超える崖

切土

盛土

1ｍを
超える崖

＜土石の堆積（一時堆積）＞
⑦最大時に堆積する面積が500㎡超となるもの⑥最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300㎡超となるもの

面積500㎡超

高さ2ｍ超

＜新規追加＞
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件
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ジ
図

要
件

イ
メ
ー
ジ
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宅地造成等工事規制区域における規制対象
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＜土地の形質の変更（盛土・切土）＞ ＜新規追加＞
⑤盛土又は切土をする

土地の面積が3,000
㎡超となるもの
（①～④を除く）

④盛土で高さが5m超
となるもの
（①、③を除く）

③盛土と切土を同時に
行い、高さが5m超
の崖を生ずるもの
（①、②を除く）

②切土で高さが5m超
の崖を生ずるもの

①盛土で高さが2m超
の崖を生ずるもの

切土
盛土

面積3,000㎡超

（盛土又は切土のみの場合も含む）

高さ5ｍ超

盛土
（崖を生じないもの）

5ｍを
超える崖

盛土

切土
5ｍを
超える崖

切土

盛土
2ｍを
超える崖

⑦最大時に堆積する面積が3,000㎡超となるもの⑥最大時に堆積する高さが5m超
かつ面積が1,500㎡超となるもの

面積3,000㎡超

高さ5ｍ超

面積1,500㎡超※

＜新規追加＞＜土石の堆積（一時堆積）＞

※崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のもの
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図
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件
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ー
ジ
図

特定盛土等規制区域における規制対象
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盛土規制法の対象となる工事
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②盛土等の安全性の確保
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擁壁
30°超

高さ１メートル超の盛土による崖※を生じる場合等は
擁壁又は崖面崩壊防止施設を設置

【第8条第1項第一号】【第14条第1項第一号】

30°以下（崖以外）

崖面以外の地表面には
植栽、芝張り等の措置★
【第15条第2項】

※  「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外のもの
★宅地造成、特定盛土等のそれぞれについて、植栽、芝張り等の措置が不要な条件を規定

切土

30°超

土地の形質の変更（宅地造成、特定盛土等）

30°超

宅地擁壁

擁壁

・盛土箇所の原地盤が不安定な場合や、谷埋め盛土等の崩落リスク
が高い盛土の場合は安定計算により安全を確認することを求める

・特に、山間部における河川の流水が継続して存する土地等における
 15メートル超の盛土の場合は、安定計算を行うことを政令で義務付け
［第7条第2項第ニ号】

※マニュアル等で暗渠等の構造について具体的に記載

赤字:盛土規制法施行に伴う
技術的基準の改正箇所

擁壁裏面の排水向上の
ため、水抜き穴を設置
【第12条】

盛土内部に浸透した地表水等
の速やかな排除のため透水層設置
【第7条第1項第一号（ロ）】概ね30cm以下の厚さに分けて

盛土及び締固め
【第7号第1項第一号(イ）】

擁壁等の設置を要さない崖
面には石張等の措置
【第15条第1項】

崖面の上端の地盤面には
崖の反対方向に地表水が
流れるよう勾配を付すこと
【第7条第2項第一号】

盛土をした地盤に地表水又は地下水の
浸透によるゆるみ、沈下、崩壊又は滑り
が生じないよう、
必要に応じて地滑り抑止ぐい又は
グラウンドアンカーその他の土留めの設置
【第7号第1項第一号(ハ）】

地山の勾配が急な
場合は地山の段切り
【第7条第1項第二号】

盛土をする前の地盤面から
盛土の内部に地下水が
浸入するおそれがある場合
盛土内排水工
【第16条第2項】

崖面の上端の地盤面には
崖の反対方向に地表水が
流れるよう勾配を付すこと
【第7条第2項第一号】

「崖面崩壊施設」は、擁壁を設置する場合に、地盤の変動、
地盤内部への地下水の浸入等、崖の安定を保つ機能を損
なうおそれのある場合に設置
（例）鋼製枠工、大型かご枠工、ジオテキスタイル補強土壁工
【第14条第1項第一号】

崖面の上端の地盤面には
崖の反対方向に地表水が
流れるよう勾配を付すこと
【第7条第2項第一号】

道路の路面の部分その他植栽、
芝張り等の措置の必要がないこと
が明らかな地表面は措置不要
【第15条第2項第二号】

勾配

土地の形質の変更の技術的基準（政令）全般の概念図
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（ロ）堆積する土石の高さが5m超の場合、当該高さの2倍を超える幅の空地の設置

（イ）堆積する土石の高さが5m以下の場合、当該高さを超える幅の空地の設置

堆積する土石の周囲には
柵その他これに類するものを設置

【第19条第1号第四号】

地表水を排除する措置
【第19条第1号第五号】

Ｈを超える幅の確保
【第19条第1号第三号（イ）】

地表水を排除する措置
【第19条第1号第五号】

地盤の緩み、沈下、崩壊又は
滑りのおそれがある場合

地盤改良その他必要な措置
【第19条第1号第二号】

土地の勾配
（1/10以下）

【第19条第1号第一号】

堆積する土石の周囲には
柵その他これに類するものを設置

【第19条第1号第四号】

堆積する土石の周囲には
柵その他これに類するものを設置

【第19条第1号第四号】

地表水を排除する措置
【第19条第1号第五号】

2Ｈを超える幅の確保
【第19条第1号第三号（ロ）】

地表水を排除する措置
【第19条第1号第五号】

地盤の緩み、沈下、崩壊又は
滑りのおそれがある場合

地盤改良その他必要な措置
【第19条第1号第二号】

土地の勾配
（1/10以下）

【第19条第1号第一号】

堆積する土石の周囲には
柵その他これに類するものを設置

【第19条第1号第四号】

（注）「土石の堆積」とは、一定期間を経過した後に搬出することを前提とした、土石を堆積する行為

赤字:盛土規制法施行に伴う
技術的基準の改正箇所
※全項目新規に規定

土石の堆積に係る技術的基準（政令）全般の概念図
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土石の堆積に係る崩壊・流出を防止する措置

10出典：国土交通省資料



完了検査定期報告中間検査許可
人命等の保護のために災害の発生を
防止する措置を講ずるべき規模

届出
数回以上繰り返せば許可対象と同じ
規模となるため、許可行為の端緒とし
て把握すべき規模

完成形の状態で技
術基準への適合を
現場確認すべき規
模

事後的には改善措置が困難となるお
それがあり、かつ滑動崩落等により周
囲に甚大な被害のおそれがある大規
模なもので、工事等が長期間※１とな
るもの

事後的には現場確認が困難な工程で
災害防止上重要なもの（排水施設
の設置）を含み、かつ滑動崩落等に
より周囲に甚大な被害のおそれがある
大規模なもの

行
為

区
域

許可対象すべて同左

①盛土で高さ2m超の崖
②切土で高さ5m超の崖
③盛土と切土を同時に行って、高

さ5m超の崖（①、②を除く）
④盛土で高さ5m超

（①、③を除く）
⑤盛土又は切土の面積3,000㎡

超（①～④を除く）

①盛土で高さ1m超の崖
②切土で高さ2m超の崖
③盛土と切土を同時に行って、高

さ2m超の崖（①、②を除く）
④盛土で高さ2m超

（①、③を除く）
⑤盛土又は切土の面積500㎡

超（①～④を除く）

－

宅地
造成

宅造
区域

特定
盛土
等

許可対象すべて
①堆積の高さ5m超かつ面積

1,500㎡超
②堆積の面積3,000㎡超

－
（事後的確認が可能なため対象外）

①堆積の高さ2m超かつ面積
300㎡超

②堆積の面積500㎡超
－

土石
の堆
積

許可対象すべて許可対象すべて許可対象すべて

①盛土で高さ2m超の崖
②切土で高さ5m超の崖
③盛土と切土を同時に行って、高

さ5m超の崖（①、②を除く）
④盛土で高さ5m超（①、③を除

く）
⑤盛土又は切土の面積3,000㎡

超（①～④を除く）

①盛土で高さ1m超の崖
②切土で高さ2m超の崖
③盛土と切土を同時に行って、高

さ2m超の崖（①、②を除く）
④盛土で高さ2m超

（①、③を除く）
⑤盛土又は切土の面積500㎡

超（①～④を除く）

特定
盛土
等
※２

特盛
区域

許可対象すべて許可対象すべて－
（事後的確認が可能なため対象外）

①堆積の高さ5m超かつ面積
1,500㎡超

②堆積の面積3,000㎡超

①堆積の高さ2m超かつ面積
300㎡超

②堆積の面積500㎡超

土石
の堆
積
※１ 工事の施工状況について３ヶ月ごとに報告が必要となります。
※２ 特定盛土等は宅地造成を包含するものであるため、特盛区域においても宅地造成は規制対象となります。

盛土等の許可・届出・検査・報告の対象行為の規模（概要）
赤字：変更点
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許可申請から工事完了までの流れ
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③責任の所在の明確化／④実効性のある罰則

13出典：国土交通省資料



14出典：盛土規制用パンフレット（事業者用）

宮崎県における規制区域の指定に向けた取組

<規制区域のイメージ>

令和４年度末より規
制区域の指定に向け
た基礎調査に着手



規制区域の指定の考え方（宅地造成等規制区域）

出典：国土交通省資料
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1/10を境に平地と傾
斜地を区分

集落、隣接・近接の考え方

<集落> <隣接・近接>

出典：国土交通省資料
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規制区域の指定の考え方（特定盛土等規制区域）

出典：国土交通省資料



集落(50m-50棟以上)、非集落(50m-50棟未満)、渓流等の分布図



集落(50m-3棟以上)、非集落(50m-3棟未満)、渓流等の分布図
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出典：広島県ＨＰ

広島県規制区域
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令和７年度予定
令和６年度
予定

パブリックコメント
も実施予定

令和５年度末予定
市町村説明会
の実施(R5.12)

実施中

規制区域の指定までの流れ


